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法長官、雇用に関連して、本法違反又は第 106 条の下で規定される施行規

則違反として障害を理由として差別を主張するあらゆる個人に対して規定

する権限、救済及び手続とならなければならない。 

 

と規定している。 

 ADA 第 I 編に基づき、雇用上障害を理由として差別を被ったと考える個人は、裁

判所に提訴する前に、EEOC に申立てを行わなければならない。申立ては、電話又は

直接面接によって行われる。申立てがインテークされた段階では、内容は様々であ

るため、その中から差別である蓋然性の高い申立てがスクリーニングされ、内容が

書面化される。その書面を使用者に提示し、調査が開始されることを伝えることと

なる。使用者は、これに対し 10 日以内に返答しなければならない。調査官は、使用

者の主張やその他の情報を収集する。調査官の調査の結果、ADA 違反があると考え

るに足る合理的根拠がある場合には、協議、調整、説得により差別の解決を図るこ

ととなる。ADA 違反がないと考えられる場合や申立てが信憑性を欠く場合には、そ

の申立ては棄却される。ADA 違反の申立ては、差別行為のあった日から原則として

180 日以内に行わなければならない。 

 調査及び調整などによって差別が解決されない場合、EEOC が原告となって訴訟を

提起するか、EEOC が排他的管轄権を有する 180 日間を過ぎても EEOC が提訴しない

場合、訴権付与通知を送達し、その場合には差別を被ると考える個人が司法上の救

済を求めて提訴することが可能となる。1991 年の公民権法の改正によって、第 VII

編のエクイティ上の救済手段は、差別的効果違反、差別意図のある差別的行為に対

する補償的損害賠償、紛争をかかえる個人の連邦法上保護されている権利の「違法

行為の意図的遂行又は重大な無関心」による意図的な差別に対する懲罰的損害賠償

の３つとなり、これらは ADA 第 I 編違反にも適用されることとなった。また、裁判

所は、ADA 第 I 編違反について、差別行為の差止め、採用命令、職場復帰命令を出

すことができる。復職命令が適切でない場合には事前賃金の支払い命令を行うこと

ができる。それ以外の補償的損害賠償として、将来にわたる金銭的賠償命令、慰謝

料命令、余命の喪失に対する賠償命令などを行うことができる。また、宣言的救済

も命ずることができる。 

 ただし、裁判では、実際原告が勝訴することはほとんどないといってよい。Ruth 

Colker によれば、ADA 第 I 編に関する訴訟では、被告、つまりは使用者が地方裁判

所レベルで 94%、控訴審レベルで 87.5%、勝訴している178。Louis Rulli らがペンシル

バニア東地区で調査した結果でも同様で、原告が勝訴する見込みがほとんどないと

いう現状となっている179。 

                                                  
178 R. Cokler, “Winning and Losing under ADA,” 62 Ohio St. L. J. 240 （2001）. 
179 L. S. Rulli & J. A. Leckerman, “Unfinished Business: The Fading Promise of ADA Enforcement in Federal 
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イ ADA 第 II 編における救済手続 

 ADA 第 II 編は、「公共団体（public entities）」による差別を禁止している。この「公

共団体」には、州政府及び地方公共団体、州政府及び地方公共団体の部局など、公

共交通機関や AMTRAK のような全米規模の鉄道会社が含まれている。ADA 第 II 編

が問題となるのは、州政府、地方公共団体や公共交通機関の建築物、サービス又は

コミュニケーションが障害者を排除している場合や拒否する場合である。ADA 第 II

編違反の申立ては、公民権法第 II 編の手続に基づき、リハビリテーション法第 504

条に関する申立てと同じ方法（第 505 条により規定される）により、受け付けられ

る。例えば、公共交通機関のサービスやそれらが所有する建築物へのアクセスが拒

否されたと感じた個人は、第 504 条で管轄を有する運輸省に申立てを行うこととな

る。その際には、運輸省の公民権室（Office of Civil Rights）が、申立てを受理し、調

査する。ADA 違反がある場合には当該機関と調整を行い、問題の解決を図る。ADA

第 II 編違反の申立ては、司法省公民権局障害者課でも受け付けており、その場合に

は管轄を有する省庁に申立てを照会している180。 

 第Ｉ編と同様に、申立人は、違反があってから 180 日以内であれば、申立てを提

起できる。申立てを受けた省庁は、その申立てを受理するかどうかについて検討す

る。基本的には、その省がリハビリテーション法第 504 条に基づく管轄を有するか

否かによって判断する。その省庁が第 504 条の管轄を有しない場合には、農務省、

教育省、医療及び人的サービス省、住宅及び都市計画省、内務省、司法省、労働省

及び運輸省という指定機関のうち適切であると考えられる省が選定される。司法省

以外の省庁が第 504 条の管轄を有しないこと、さらには指定機関に該当しないこと

を決定した場合、その省は、申立人に対し申立てが司法省に照会されたことを伝え

なければならない。司法省は、第 504 条の管轄を有せず、さらには指定機関でない

省庁に対する申立てを受理した場合、第 504 条の管轄を有する省庁又は指定機関、

又は雇用に関する申立ての場合には EEOC に申立てを照会しなければならない。そ

の省庁が、第 504 条の管轄を有する場合には、申立てを第 504 条に基づき手続を進

めなければならない。指定機関は、申立てを調査し、調停などのインフォーマルな

解決をはかる。もしインフォーマルな解決に失敗した場合には、申立人と指定機関

に対し、事実認定と結論、認定された法違反に対する救済内容、訴権に関する内容

の通知がなされなければならない。申立人は、指定機関が違法性を認めるか否かに

関係なく、いつでも訴権を行使できる。 

 

 
                                                                                                                                                  
Courts under Title I and Its Impact upon the Poor,” 8 J. Gender, Race, and Justice 595 （2005）. 
180 司法省公民権局障害者課への ADA 第 II 編違反の申立書については、http://www.ADA.gov/t2cmpfrm.htm 
を参照のこと。 
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ウ ADA 第 III 編における救済手続 

 ADA 第 III 編は、公に供されている施設などへのアクセスが、障害を理由として認

められないことを差別として禁止している。第 III 編の救済は、1964 年公民権法第 III

編、第 204 条（a）に基づき行われる。ADA 第 III 編に違反する差別を被ったと感じ

る個人、又は公に供されている施設の建設や修繕に関連して差別を被ったと感じる

ことに合理的な理由がある個人は、本法違反の差し止め請求を行うことができる。

具体的には、現行の電車車両の設計上又はコミュニケーション上の障壁を除去する

ことに失敗した場合、新たに建設された又は修繕された施設を、障害を有する個人

にとってアクセス可能又は使用可能にすることに失敗した場合に、差し止め請求が

認められる。差し止め請求の内容は、施設などを障害者にアクセス可能又は使用可

能にすること、付加的な補助やサービスの行使、方針の変更、代替手段の採用など

が含まれている。ただし、個人の提訴によっては、金銭賠償が認められない。 

 また、司法長官は、ある個人又は集団が障害者に対して差別的な実務（pattern or 

practice）を採用していることを信じるに足る合理的な理由がある場合、又はある個

人又は集団が障害者に対し差別を行っており、その差別が全般的に公の重要性を有

する場合には、問題の解決のために交渉を行うか、裁判所に訴訟を提起できる。司

法長官が提訴する場合には、金銭賠償の請求が認められ、裁判所は、公共の利益の

回復のために、最初の第 III 編違反の場合には 50,000 ドル、次回の法違反の場合には

100,000 ドルまでの罰金を命ずることができる。その際には、その事業体が、本編へ

従うために善意の努力を行ったか、又はそれを試みたかが問題となる。第 III 編違反

については、懲罰的損害賠償の適用は認められていない。また、小規模の私的事業

体については本編の適用除外となっている。 

 司法省公民権局障害者課は、ADA 第 III 編違反の申立てを受理している181。公民権

局は、申立てを調査し、訴訟を提起できるかどうかを決定している。その結果、差

別的な実務について合理的な理由がある場合や公の重要性を有するような差別が存

在する場合に、司法長官が上記のような手続をとることになる。 

 

エ その他の機関による救済 

 州や市には独自の差別禁止法、差別禁止条例や救済制度がある場合がある。例えば

ニューヨーク州には、ニューヨーク市、ニューヨーク州にそれぞれ差別を禁止する

法律や条例が存在し、障害を理由とする差別を禁止しており、さらにニューヨーク

州人権委員会、ニューヨーク市人権委員会などの救済制度を整備している機関があ

る。障害者差別を被ったと考える個人は、同時に複数の機関に救済を求めることが

可能となる。そこでは、自分の利益に最もかなった方法により救済を求めると理論

                                                  
181 司法省公民権局障害者課への ADA 第 III 編違反の申立書については、http://www.ADA.gov/t3compfm.htm 
を参照のこと。 
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上考えられ、またそのような場合もあるが、支援団体の偏った理解などにより必ず

しも理想的な機関に申立てがなされるわけではない。同種の申立てを受理しうる複

数の機関のうちのひとつが、申立てを受理した場合には、その機関において手続が

終了するまでは、他の機関は手続を進めない方法がとられている。 

 

（２）ADA における紛争解決手段としてのメディエーションと仲裁 

ア ADR（裁判外紛争処理）のひとつとしてのメディエーション 

北米における ADR（裁判外紛争処理）にはいくつかの種類があるといわれており、

大きくは３つのグループに分けられる。１つめが交渉である。２つ以上の当事者が

自ら解決を試みるものである。２つめが仲裁である。紛争の解決を第三者が試みる

が、その過程で事実を評価し、判断を行い、合意された仲裁案が拘束力を有する。

３つめが、紛争の解決を第三者が試みるが、合意に拘束力がないグループである。

メディエーションは、３つめの紛争解決方法のひとつである。以下、ADA メディエ

ーションではなく、一般的なメディエーションの技法についてとりあえずみていく

こととする。 

 メディエーションは、裁判やセラピーとは異なる特殊な技術である。メディエー

ターは、紛争の事実の確認を行う必要がなく、紛争について是非の判断をせず、単

に当事者の紛争解決を援助、促進する役割を担う。メディエーターは、当事者の怒

り、誤解、強行な姿勢を理解に変え、当事者が満足する合意にさせることを目的と

する。したがって、斡旋案を提示することは、紛争解決が暗礁に乗り上げたときに

ごくまれに行われる応用テクニックであり、基本的に行わない。合意の内容がメデ

ィエーターの思惑や意図と異なっていても、メディエーターはそれを拒否したり、

よりよいと考えられるアドバイスをしたりしてもならない。メディエーションによ

る合意は契約と考えられているが、メディエーターは、契約を円滑に進めるための

ブローカーでしかない。メディエーションによる合意が破られる場合があるが、そ

の場合裁判に提訴することも可能である。しかし、当事者が望めば、メディエータ

ーは同じ紛争について何度でもメディエーションを行うことができる。 

 メディエーションによる合意の内容は基本的に当事者の自由である。ただし、メ

ディエーションの場にいない人のことについての合意や犯罪に関する合意をしては

ならず、また自分の権利を主張、保護できない人について合意をしてはならない。

法に違反する内容の取決めについては、原則的にしてはならないが、合意の内容が

法に違反することの責任はメディエーターにあるわけではなく、内容によってはメ

ディエーターが合意の前に弁護士に相談することを求めることがある。また、メデ

ィエーションの合意の内容は外部に出ることがあるが、メディエーションの過程で

得られた情報を、たとえそれが裁判であったとしても、メディエーターが外部にも
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らしてはならない。 

 メディエーターになるために、特別の学位や資格が存在するわけではない。大学、

ADR 団体などが提供しているメディエーションの授業を規定の時間受講すれば、メ

ディエーターとしてメディエーションを行うことができる。法律家がなる場合もあ

るが、法律の知識を必ず要求されるわけでもない。逆にメディエーターにとって法

律学の知識が技法を使う上で邪魔になることさえある。ただし、法廷でメディエー

ションを行う場合には、10 回以上メディエーションを行ったことがあり、弁護士資

格を有する者か、法律学についての特別な講習を受けた者に限られることがある。

メディエーターは、紛争の内容についての専門知識（例えば労働関係の紛争であれ

ば労働法などの知識）もあったほうがよいといわれるが、必ずしも必要ではない。

ただ、当事者が嘘を述べる際に、それが事実ではないことに気づかなければいけな

い場合があるが、そのためには専門的な知識があったほうがよい。 

 メディエーションによる解決率は、熟練のメディエーターでも７割から８割ほど

である。解決率が９割を超える場合には不適切な技法を用いているという疑いがか

けられる場合がある。メディエーションによる解決率は、紛争が発生してから早け

れば早いほどよいといわれる。当事者が意固地になると紛争の解決が難しくなるか

らである。 

 メディエーションの利点は、早い、安い、旨いというところにある。解決までの

時間が、裁判に比べて格段に早く、裁判と比べられないほど低額で紛争解決が可能

で、白か黒かではない満足度の高い解決が得られるといわれている。費用は、当事

者が分担して支払うのが通例である。 

 

イ EEOC による ADA メディエーション 

 1990 年代の前半から、上記のような差別救済手続に加えて、差別の紛争解決のた

めにメディエーションが採用されるようになった。EEOC においてはパイロット・プ

ログラムが 1991 年に採用され、それを踏まえて 1999 年から正式なプログラムとし

て採用されている。それが ADA 第 I 編に関する事件にも適用されている。ADA は当

初からメディエーションを障害者差別の有効な紛争解決の手段として注目しており、

その技術を用いることを推奨していた182。 

 EEOC は、ADA 第 I 編違反の申立てをインテークし、その申立てに合理的根拠が

あるとみなした場合には、その申立てを EEOC の救済手続にしたがい受け付けるか、

メディエーションに付したほうがよいかを決定する。申立ての性質からメディエー

ションに適していると考えられる場合には、救済手続に基づく調査が開始される前

に、両当事者の合意に基づき、EEOC は内部のトレーニングを受けたメディエーター、

又は外部のメディエーターにメディエーションを依頼することになる。また、EEOC

                                                  
182 http://www.eeoc.gov/mediate/history.html 
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がメディエーションについて何も示さない場合でも、当事者の要請により申立てを

メディエーションに付すことが可能である。ただし、メディエーションになじむ事

案か否かを EEOC が判断し、メディエーションになじまない事案についてはメディ

エーションに付さない場合もある。申立ての手続の過程のいつでも、その申立てを

メディエーションに付すことが可能となっている。例えば、EEOC の救済手続におけ

る調停過程においてメディエーションを実施することも可能である。また、メディ

エーションに失敗した場合には、通常の救済手続に戻って、手続が進行することと

なる183。 

 EEOC のメディエーションのプロセスで得た情報には高い機密性が求められる。メ

ディエーションの合意内容を機密にする取決めが可能であるだけでなく、メディエ

ーションの経過をタイプしたり、録音したりすることは許されない。機密性を維持

するため、メディエーションは、EEOC の救済手続の調査や提訴の手続から独立し、

EEOC のメディエーターはメディエーションしか行わない実務が採用されている184。 

 メディエーションには、申立てた本人、使用者、使用者の状況をよく知る代理人

が参加できるだけではなく、弁護士の参加も可能である。ただし、メディエーター

は、弁護士などの代理人にアドバイスを求めることを認めるが、一方の当事者のた

めに発言させることはしない。当事者以外の個人がメディエーションに参加する場

合には、メディエーターに対し事前のその旨を伝えておかなければならない。 

 EEOC の調査によれば、メディエーションによる問題解決に必要な時間は、約３～

４時間であるとしている。ただし、事案や紛争の内容により解決までの時間は大き

く異なる。また、当事者は、EEOC のメディエーションに対し謝礼などを支払う必要

はない。 

 メディエーションは、時間のかかる調査や不必要な提訴を排除する公正かつ効率

的な制度とみなされ、当事者に高い満足が得られている。2003 年度のメディエーシ

ョンによる紛争解決割合は 69%である。また、通常の EEOC の救済手続では紛争解

決に平均で 160 日を要していたが、メディエーションでは平均 85 日で解決にいたっ

ている185。また、相互の協力関係を再構築する効果があるので、労使の雇用関係の

修繕につながることもある。満足度も高く、ある調査によれば、使用者の 96%、そ

して他方当事者の 91%が、再度メディエーションを要請されたら受け入れるとして

いる186。 

 メディエーションによって得られた合意に一方の当事者が違反したということが

主張された場合、EEOC は、その主張を調査、審査し、それが事実であると確認した

場合には、合意内容を実行に移すように働きかけを行っている。 

                                                  
183 http://www.eeoc.gov/mediate/mediation_qa.html  
184 http://www.eeoc.gov/mediate/mediation_qa.html  
185 http://www.eeoc.gov/mediate/mediation_qa.html 
186 EEOC のメディエーションの調査に関しては、http://www.eeoc.gov/mediate/mcd-intro.html を参照のこと。 
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ウ 司法省による ADA メディエーション 

 ADA 第 II 編、第 III 編に関しては、司法省が、1992 年ごろから試験的なプログ

ラムを開始し、1994 年にキー・ブリッジ・ファウンデーション（Key Bridge Foundation 

for Education and Research：以下 KBF という）にその業務を担わせるようになった。以下、

ADA 第 II 編、第 III 編の申立てについてメディエーションを行っている KBF の手続

を紹介する。ADA メディエーションは、差別禁止という公益を保護する性質を有す

ることから、上記の一般的なメディエーションとは異なった手法や手続を用いてい

る187。 

ADA 違反の申立てがなされた場合、司法省公民権局障害者課は、その申立てがど

のような解決が最も適切であるかを考え、ADA 違反の疑いのある申立てをインテー

ク後、第 II 編又は第 III 編の救済手続にのせるか、メディエーションを行うかを決定

する。ADA メディエーションが適切な解決策であると考えられる場合には、申立て

は KBF にゆだねられることとなる。申立てのインテーク段階であっても、調査段階

であっても、メディエーションを行うことが可能である。メディエーションへの移

行には、両当事者の合意が必要である。KBF から、ADA 違反の申立てがメディエー

ションに付されたことを聞くと、申し立てられた当事者は、多くの場合困惑、狼狽

するが、KBF の担当官からメディエーションの説明を受け、メディエーションにメ

リットを見出し、それに応ずることになる。この第１段階のメディエーションへの

理解のプロセスが、メディエーションの成功、不成功を分けることとなる。メディ

エーションのメリットは、多くの場合迅速な解決が図れること、裁判になるよりも

金銭的負担が少ないことである。 

KBF はアメリカ合衆国全土からメディエーションを受け付けており、基本的には

地理的に近い場所にいるメディエーターを指名し、当事者のメディエーションにあ

たらせている。これは、通常のメディエーションでは、当事者がメディエーターを

自主的に決定することと異なるところである。また、KBF はメディエーターにすべ

てをゆだねるのではなく、KBF のマネージャーが、メディエーターや解決案に対す

る監督を行う。これも通常のメディエーションとは異なるところである。離婚や不

動産関係のメディエーションでは、メディエーターを監督するような実務はとられ

ておらず、さらに解決案は場合によっては法律に違反していたとしても当事者が納

得していれば解決となる場合がある。しかし、ADA メディエーションでは ADA 違

反の解決案や損害賠償による解決を認めない（自発的な損害賠償は認める）ため、

                                                  
187 KBF のメディエーションの技法・教育については、Faculty of Law, City University of New York, CUNY に
おける KBF 代表の Peter R. Maida 氏及び Beryl Blaustone CUNY 教授へのインタビュー（2009 年３月３日）、

及び Washington D.C. の KBF のオフィスにおける Maida 氏他、KBF スタッフへのインタビュー（2009 年３

月４日）に基づいている。KBF によるメディエーションのデータなどに関しては、P.R. Maida, “Final Report: 
Proposal to Select, Train and Monitor Professional Mediators for ADA Complaint Referral,” を参照している。 
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KBF が、メディエーターに対し ADA の内容の確認、技法の確認、ケース分析などに

ついて細かく指示する体制がとられている。そのため、通常は解決案に合意した時

点でメディエーション・ケースが終了するのに対し、KBF による ADA メディエーシ

ョンでは、解決案に合意した後もケースを終了させず、解決案どおりに合意内容が

実行されているかを確認するまでケースを維持する実務がとられている。 

 メディエーターは、KBF が実施する 40 時間の教育プログラムに参加していなけれ

ばならず、またプログラムに参加してから２年間の実務経験を有しないと ADA メデ

ィエーションができないこととなっている188。また、ADA メディエーターは、最初

の数件のメディエーションについては無給で行わなければならない。教育プログラ

ムへの参加希望者は非常に多く、数年に一度の応募機会に応募した希望者が数年待

っても参加できない場合もある。 

 ADA メディエーションの効能としては、理解により自発的な解決を導けることが

ある。つまり、ADA の内容を理解することが、ADA が法的に要求しないレベルでの

問題解決を導くことがある。例えば、歴史的建造物にあるレストランを車イスユー

ザーに対し、利用可能にしたり、１軒の映画館を障害者にアクセス可能にしたりす

るメディエーションに応じた当事者が、所有するチェーンの映画館すべてにおいて

アクセス可能にしている場合がある。現在では、メディエーションの機能や効率性

が、司法省や当事者から認められており、迅速、満足度の高い解決策として高く評

価されている。KBF による ADA メディエーションの紛争解決率は 78%である。当事

者の 89%がメディエーションによる合意内容に満足していると答えており、また当

事者の 66%がメディエーションを積極的に評価している189。また、KBF によるメデ

ィエーションを経験した個人のうち 90%が再度メディエーションを利用したいと考

えており、また 90%がメディエーションの利用を他人にも勧めたいとしている190。

一方、メディエーターの公平性に関しては、92%がどちらにも肩入れをせず、公平で

あるとみなしている191。 

メディエーションは、建築物や施設などのアクセスやプログラムへの参加などの

障壁の除去、医者などに対し手話通訳者をつけることを求めるなどのコミュニケー

ションの効率化、食料品店などにおける動物に持ち込み禁止に対し介助犬などの同

行を求めるなどの方針や手続の変更の３種類に分けられる。1994 年から 1999 年まで

のデータによれば、申立ての 66%が障壁の除去、15%がコミュニケーションの効率化、

19%が方針や手続の変更に関するものであった192。メディエーションが求められた業

種としては、658 件のうちサービスが 156 件、飲食店が 133 件、小売店が 113 件、娯

楽施設が 80 件、宿泊施設が 37 件、レクリエーション施設が 32 件、教育機関が 28
                                                  
188 Maida, supra note 187 pp.8-10. 
189 Ibid. pp.21-22. 
190 Ibid. pp.27. 
191 Ibid. pp.28. 
192 Ibid. pp.14. 
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件ほかの順となっている193。 

 

エ ADA 事案の仲裁 

 ADA 違反に関する紛争は、ADA メディエーション以外にも、仲裁に付すことがで

きる。仲裁は、仲裁人が両当事者の言い分を聞き、その紛争に関し仲裁案を提示し、

それに合意をすることにより解決を図る技術である。両当事者が合意した内容には

拘束力が発生する。仲裁を利用することの利点は、司法手続に比べて解決までの時

間が早く、比較的安価であり、陪審を避けられることである。 

 仲裁に付託することは、紛争が発生する前でも、発生した後でも決定できる。多

くの場合、仲裁付託条項は、労働契約の条項に事前に組み込まれていることが多い。

仲裁の問題は、仲裁に合意した場合、仲裁合意の内容について裁判所に上訴できな

い場合があることである。つまり、仲裁に付託しない場合であれば損害賠償を求め

て陪審への提訴権を放棄することになる場合があることである。これについて、判

例は混乱している状況にある194。 

 

 

３ 教育における障害者差別の禁止 

（１）IDEA における障害者差別を禁止する法令の概要 

ア 概要 

1975 年に現在の障害者教育法（Individuals with Disabilities Education Act：以下 IDEA

という）の前身となる全障害児教育法（Educational for All Handicapped Children act：

以下 EAHCA という）が制定された。2004 年の IDEA の改正に至るまで当該法は幾

多の改正を経てきたが、これは判決の影響によるところが大きい。例えば EAHCA の

制定には Pennsylvania Ass’n for Retarded Children v. Pennsylvania 判決195、Mills v. Board 

of Education 判決196の二つの判決が大きな影響を及ぼしている。 

この法律の主たる目的はすべての障害児に対して無償かつ適切な公教育を提供す

ることであり、この目的を達成する手段の一つとして、EAHCA は個別教育プログラ

ム（Individualized Education Program：以下 IEP という）を設け、それぞれの障害児が

抱えるニーズに基づいて教育の内容を定め、これを実施することを州に課している。

EAHCA に規定された IEP の枠組みは現在の IDEA においても変わっていない。 

1990 年に EAHCA は IDEA に名称変更されたのであるが、IDEA の目的はすべての

                                                  
193 Ibid. pp.15. 
194 P. Blanck et al, Disability, Civil Rights Law and Policy, （Thomson-West; St. Pal, 2005） p.738-. 
195 334 F. Supp. 1257 （E.D. Pa. 1971）, 343 F. Supp. 279 （E.D. Pa. 1972） 
196 348 F. Supp. 866 （D.D.C. 1972） 
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障害児が無償かつ適切な公教育（特にこの場合には各障害児のニーズを満たし、そ

してさらに進んだ教育、雇用、独立して生活するための準備を行う特別教育や関連

サービスが含まれる）を受けることを保障し、障害児の権利やそのような児童の親

の権利を保護することである197。 

 

イ 無償かつ適切な公教育 

IDEA は公立の初等中等教育プログラムや活動を実施する州や自治体は、その管轄

区において障害者と認定された者に無償かつ適切な公教育を提供しなければならな

いとしている198。無償かつ適切な公教育とは特別教育と関連サービスを意味してお

り、これらは（A）公的な指導のもとで公的支出により提供され、（B）州の教育行政

機関の基準を満たし、（C）州が関与する、適切な幼稚園、初等中等学校による教育

を含み、（D）個別教育プログラム（IEP）に見合うように提供されねばならない199。

IDEA の定義によると、特別教育とは「保護者に費用の負担をかけず、障害を抱える

児童の特別なニーズを満たすよう、特別に定められた教育」となっている200。IDEA

は何が適切なサービスであるのかについて実体的な基準を定めておらず、個別教育

プログラム（IEP）を定めることで、障害を抱える各生徒に即した教育を行うよう学

校に求めている。また、関連サービスとは、移動に際しての乗り物や、障害児が IEP

に定められた無償かつ適切な公教育を受けられるように企図された援助サービスを

指す。関連サービスの主要な目的は、IEP に定められた無償かつ適切な公教育を受け

られるようにすることであり、障害児が特別教育による利益を得られるように援助

することである201。 

無償かつ適切な公教育はリハビリテーション法 504 条の規則においても規定され

ており、ここにおいて適切な教育とは、健常者の教育ニーズを保障するのと同程度

に、適切に障害者個々人の教育ニーズを充たす通常あるいは特別教育、それに関連

する補助やサービスを提供することであり202、無償教育とは、障害者やその親、保

護者に対して費用を請求することなく教育や関連サービスを提供することを意味す

                                                  
197 20U.S.C.§1400（d）（1）（A）-（B）.なお、2004 年の IDEA の改正によって、人種と民族性に基づく生

徒の立場に言及する新たな条項が加えられた。IDEA は州や地方の教育委員会に対し、人種や民族性を理由

に生徒が障害児であることを見落とされないような手続や政策を整備することを規定したのである。この

条文は、各教育機関に対し特別教育クラスにおけるマイノリティグループ出身の生徒の数を記録すること

と、大きな比率を占めていると考えられるグループに対しては、早い段階で何らかの介入をすることを求

めている。また、IDEA は、教育機関に対して、人種や民族別に構成された情報を含むデータを考察し、長

期間問題が保留されているケースや障害児の排除等について調査するように要求している（20U.S.C.§1412
（a）（22）（A）,1418（d）（1）（C））。 
198 34C.F.R.§104.33（a）. 
199 20U.S.C.§1401（9）. 
200 20U.S.C.§1401（29）. 
201 20U.S.C.§1401（26）. IDEA は合理的便宜という文言を用いてはいないが、無償かつ適切な公教育、及

び関連サービスを提供することが、障害児教育における合理的便宜に該当すると考えられる。 
202 34C.F.R.§104.33（b）. 



 79

る203。ただし IDEA における無償かつ適切な公教育と、1973 年リハビリテーション

法 504 条の規則における無償かつ適切な公教育は、類似しているが同一のものでは

ないとされており、最も大きな違いは、504 条の規則における無償かつ適切な公教育

は、健常児との比較において障害児の教育ニーズを規定していることであるとされ

ている 204。 

また、障害を抱える生徒は、可能な限り、通常の生徒が行う教育プログラムや活

動を行う資格を有するとされる。このようなアクセスを拒否することは、リハビリ

テーション法に違反するし、IDEA の規則は学校側に対して障害を抱える生徒が課外

活動に参加することも要求している。リハビリテーション法は、連邦の支出による

サービスを受けているものは、いかなるプログラムにも参加できるように合理的便

宜を受けるべきとしているのである205。 

 

ウ 特別教育を受けるための資格 

IDEA の下では、特別教育を要求しない限りその生徒は障害児とはみなされないと

されている。IDEA は３歳から 21 歳までの生徒で障害児として認定された者は特別

教育を受けることができるとしており206、いかに障害の程度が重くとも無償かつ適

切な公教育を拒否してはならないとされる207。特別教育を受ける適格性は、生徒が

サービスを必要としていることが前提となっており、彼らが IDEA の規則に定義され

ている障害児の定義に該当した場合に認められるとされる208。 

規則によると障害児とは、精神遅滞、聴覚障害、言語障害、視覚障害、深刻な情

動障害（emotional disturbance）、身体的な（orthopedic）障害、外傷性脳障害、その他

の健康障害、特殊な学習障害、聾盲、重複性障害のいずれかの傷害を有しているか、

また、３歳から９歳までの児童で発達遅滞209の状態にある者で特別教育や関連サー

ビスを必要とする者と定義されている210。規則において各障害の定義がなされてい

るが、特に情動障害、その他の健康障害、特殊な学習障害については詳細な規定が

定められている。 

 まず情動障害は、（A）知能（intellectual）、感覚（sensory）、健康の要因では説明の

つかない学習困難、（B）同級生や教師との間で満足のいく相互関係を築き、又は維

                                                  
203 34C.F.R.§104.33（c）. 
204 Mark H. v Lemahieu（2008, CA9 Hawaii）513 F Supp 902. 
205 34C.F.R.§104.12（a）. 
206 20U.S.C.§1412（a）（1）（A）. 
207 ただし 21 歳未満であっても生徒が望まないのであればサービスを受けることはない。 
208 34C.F.R.§300.8 
209 発達遅滞は州により規定され、適切な診断方法や手続によって判断され、身体的発達、認識発達、コミ

ュニケーション発達、社会性・情動性発達、順応性発達のいずれかにおいて見られるものとされる

（34C.F.R.300.8（b）（1））。 
210 34C.F.R.300.8（a）；ただし、関連サービスのみを必要とする者は IDEA における障害児とはみなされな

い。 
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持することができないこと、（C）通常の環境における不適切な行動や感情、（D）不

幸感や鬱状態になる一般的な広汎性（pervasive）の気分障害（mood）、（E）個人や学

校の問題に関して身体的症状（physical symptoms）や不安感（fears）を高める傾向に

あること、のうちのいずれか一つ以上の症状を長期間にわたって示し、それが教育

活動に支障をきたす場合に認められる211。また、情動障害に統合失調症も含まれる

が、上記の（A）～（E）のいずれかに該当しない限り、社会不適合（socially maladjusted）

の児童はこれに含まれない。 

情動障害への適合が問題となるのは、「教育活動に支障をきたす」か否かを判断す

るために、情動障害と子供の教育との因果関係を明確にしなければならないからで

ある。例えばDoe v. Board of Education of the State of Connecticut判決212や J.D. v. Pawlet 

School District 判決213においては子供が精神的な疾患を抱えていたとしても、それが

彼の教育を受ける能力等に影響を及ぼさないのであれば、彼は IDEA による特別教育

を受ける資格を得られないと解釈している。一方、Bobb v. Knox County School System

判決214は、平均的な知能指数を有しているが、クラスメートと協調できず、通常の

社会的つながりを持つことができなかったために、長期にわたり不登校が続いてい

た生徒について、深刻な情緒障害であると認め、IDEA におけるサービスを受ける資

格を認めた。 

次にその他の健康障害とは、ぜんそく、注意欠陥障害、注意欠陥多動障害（ADHD）、

糖尿病、てんかん、心臓病、血友病、鉛中毒、白血病、腎炎、リュウマチ熱、鎌状

赤血球貧血、トウーレット症候群のような慢性あるいは急性の健康問題のため、教

育活動に支障をきたすことを指す215。エイズや B 型肝炎の場合に問題になることが

多いが、生徒の病気の進行の程度によって判断するものとされる。 

 最後に特殊な学習障害とは、理解や言語を用いる場合、あるいはスピーチや筆記

を行う場合の基本となる精神活動のプロセスのいずれかに障害があることを指し、

それは聞く、考える、話す、読む、書く、綴る、数学的な計算を行う等の行為を完

全に行うことができないといった状態を表わす。知覚障害や、脳傷害、最低限の脳

機能障害、難読症、失語症などの症状が含まれる216。 

州によっては、IDEA や規則に挙げられているものに加えて、障害のカテゴリーを

定めているものもあるし、カテゴリーを定めずに特別教育を提供しているものもあ

                                                  
211 34C.F.R.300.8 （c）（4）（i）.  
212 753 F.Supp.65（D.Conn.1990）. 
213 224 F.3d 60（2d Cir. 2000）. 
214 965 F.2d 104（6th Cir. 1992）. 
215 34C.F.R.300.8 （c）（9）. 
216 34C.F.R.300.8 （c）（10）; 学習障害を抱える生徒を認定する際に、従来は口頭による表現、聞き取り能

力、筆記能力、基礎的な読解能力・計算・数学的な論証能力を考慮して生徒の適格性を判断していたが、

2004 年の IDEA の改正によって、学校側は認定手続の中に科学的な調査に基づく手法を取り入れて認定を

行うよう定められた。 
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る。 

  

＊ 私立学校に在籍する生徒の場合 

 親によって私立学校に入学させられた障害を抱える生徒は、特別教育及びその関

連サービスを受ける資格がないとされる217。しかし、公立学校は、その管轄内にあ

る学校に通う、若しくは在住する障害を抱える私立学校の生徒の状況を把握しなけ

ればならないとされ218、教育委員会は、私立学校の生徒であっても IDEA に準じたプ

ログラムに参加できるような計画を作成するように求められている219（このような

規定に、教育委員会が無償かつ適切な教育の下で公費により私立学校（民間施設）

に在籍させている生徒は含まれていない）。 

 また、IDEA と規則は親が自発的に私立学校に入学させた生徒であっても、場合に

よっては特別教育のサービスを受ける資格があるとしている220。ただしこのような

場合、規則は公立学校の職員に対しサービス計画を作成し、私立学校に在籍する生

徒の中でいずれの生徒が要件を満たすのかを決定する権限を与えている221。 

  私立学校に在籍する生徒は、公立学校の教育者と同じ基準を満たす職員からサー

ビスを受ける資格があるとされる222。私立学校の生徒について、IEP の作成は求めら

れていないが、サービス計画には IEP において求められているものと同様の内容が

含まれなければならず、また、IEP と同様の手続を踏んで作成されねばならない223。 

 

エ 手続的デュー・プロセス 

IDEA の目的は、親と協力することで児童に対し適切な教育プログラムを提供する

ことである。このような目的を達成するために、議会は親に対して実質的な手続的

デュー・プロセスの権利を与えたとされるが、教育関連法においてこのような権利

を付与した前例はなかった。IDEA の条文によると、教育行政機関は親の承諾なく活

動することはできず、生徒の認定や、最初に処遇を定める際には親の同意が必要で

あるとしている224。また、教育行政機関が既定の処遇を変更する際は、適切な告知

を行うことが定められている225。その他に IDEA は親に対して特別教育のプロセスに

関する記録を閲覧する権利や、教育行政機関の認定に納得がいかない場合は、独立

機関による認定を得る権利、子供の障害の認定や、教育上の処遇が議論されるあら

ゆるミーティングに参加する権利も認めているとされる。2004 年に修正された IDEA
                                                  
217 34C.F.R.§300.137（a）. 
218 34C.F.R.§300.131（a）. 
219 34C.F.R.§300.130. 
220 20U.S.C.§1412（a）（10） ;34C.F.R.§300.132. 
221 34C.F.R.§300.137（b）（2）. 
222 34C.F.R.§300.138（a）（1）. 
223 34C.F.R.§300.138（b）（1）;34C.F.R.§300.138（b）（1）. 
224 20U.S.C.§1414（a）（D）. 
225 20U.S.C.§1415（b）（3）. 
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は親の定義を広げている。 

IDEA の特性の中でも、障害を抱える生徒へのデュー・プロセスによる保護のシス

テムは特に複雑なものとされる。その理由としては、それぞれの生徒の状態を適切

に把握し、認定するためには詳細な手続が必要になってくるからであると考えられ

る。IDEA における手続的保護は非常に重視されており、例えば特別教育についての

リーディングケースである Rowley 判決において連邦最高裁は、障害を抱える生徒の

処遇が、IDEA の手続にのっとって定められたのでないのならば、その決定は不適切

なものであると述べており226、またその他の裁判例においても州が無償かつ適切な

教育を提供しているか否かを判断する場合、裁判所はまず州が法の規定する手続に

従っているかということを、そして次に、これらの手続を通して作成された IEP が

子供に教育の利益を保障するものと合理的に推認できるかを判断しなければならな

いとされている227。 

以下手続的デュー・プロセスについて、（ア）IEP と（イ）手続的保護に分けて考

察する。 

 

（ア）IEP 

教育省が IEP を「特別教育の礎石」と称しているように、EAHCA の制定以降現

在の IDEA に至るまで一貫して IEP は特別教育の核となっている。障害児の親や学

校職員が共同してその作成が行われるが、障害児の認定を行う第一次評価（initial 

evaluations）を経た上で、IEP の作成は行われる228。 

 

a 第一次評価（initial evaluations）229 

 特別教育や関連サービスを提供するにあたって、州や地方の教育関連行政機関

は子供の障害認定を行わなければならないが、その際に親に対して十分な説明を

行い親の同意を得なければならない230。親の同意が得られた場合、60 日以内に子

供が障害を有しているかについて判定を行い、当該児童の教育的ニーズを決定し

                                                  
226 458 U.S. 176（1982）. 
227 Cain v. Yukon Public Schools,Dist.（1985,CA10 Okla）775 F2d 15. 
228 適切な認定手続を経ないで IEP が作成された場合、これは無効となる。例えば、Bonadonna v. Cooperman
判決において、ニュージャージー州第一審裁判所は、耳が不自由な生徒に対して、適切な認定手続によら

ず提案された IEP は妥当ではないと判断した。裁判所は学校側の認定チームが行った認定手続は、一つの

領域についてのものだけであるとし、また、学校職員は生徒の行動を認定するのに妥当な設備を用いてお

らず、その手続も聴覚障害の生徒にはそぐわないものであったと判断した。さらに、裁判所は学校側が専

門家チームの中に、聴覚障害についての専門家を加えていなかったと指摘している。 
229 IDEA は州に対して、すべての障害児が適切に認定される手続を定めるように規定し（20U.S.C.§1412（a）
（3））、試験や認定項目が人種や文化的偏見によって左右されてはならないとしている（20U.S.C.§1412（a）
（6）（B）,1414（b）（2）（B））。そして、母語やコミュニケーションの手段として用いられている言語が英

語でない生徒の場合、彼らが用いる言語によって認定を行う必要がある（20U.S.C.§1412（a）（6）（B）,1414
（b）（2）（B））と規定している。 
230 20U.S.C.§1414（a）（1）（D）. 
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なければならない231。また、地方教育行政機関は、少なくとも３年ごとに障害を

抱える生徒について再認定を行わねばならないが、学校側に正当な理由がある場

合、又は親や教師からそのような要求があった場合は、３年以内であっても再認

定を行わねばならない。教育行政機関が生徒の処遇について重要な変更を求める

場合も、再認定は必要となる232。 

 認定の手続は複数の専門領域において行われねばならず、各生徒の障害の認定

や処遇を定める基準はそれぞれの手続において異なる。最終的な生徒の適格性に

ついて決定は、資格を有する専門家らによるチームと児童の親とが協調して行う

ことになっている233。 

 

b IEP 

IEP は、それぞれの障害児に対して書面にて提示されるものであり234、障害児

の親、子供が通常学級に在籍する場合は一名以上の通常教育担当の教員、特別教

育の教師や提供者、教育委員会の代表、評価結果を解釈できる個人から成るチー

ムで作成される235。親や教育委員会からの要求があった場合は、該当者以外の者

の参加も認められるし、また、適切であるならば生徒自身も参加できる。親の同

意が得られれば、IEP チームのメンバーであっても会議に参加しなくともよいが、

書面にてレポートを提出しなければならない236。IEP の会議は、適切な教育プロ

グラムを障害を抱えた子供に提供するために親に認められた重要な機会であり、

会議に参加することで、親は子供の教育上の処遇について議論を行ったり、情報

を提供したりすることができるのである。したがって、IDEA の規則は、少なく

とも片親だけでも IEP の会議に出席できるように、学校の教職員は段取りをしな

ければならないとしている237。IEP の会議は、子供に特別教育やその関連サービ

スが必要であるということが決定してから 30 日以内に開催されねばならない238。 

IEP の内容には、子供の現在の学習到達度や身体的機能について、また通常教

育のカリキュラムにおいて子供の傷害がどのような影響を及ぼすか、といったこ

とが含まれる239。IEP には、その他に年次目標、IEP チームが目標への到達度を

                                                  
231 20U.S.C.§1414（a）（1）（C）. これは IDEA の 60 日ルールといわれるが、州法に特別の規定がある場合

はこの限りではない。また、児童の親が繰り返し認定を拒否した場合もこのルールは適用されない。第 8
巡回区裁判所は、R.L. ex rel Mr. and  Mrs. L. v. Plainville Board of Education 判決において、IDEA は親が IDEA
に基づくサービスを拒否することや、あらゆる利益を放棄することを認めていると判示した。 
232 20U.S.C.§1414（a）（2）. 
233 20U.S.C.§1414（b）（4）（a）. 
234 20U.S.C.§1414（d）（1）（A）. 
235 20U.S.C.§1414（d）（1）（B）. 
236 20U.S.C.§1414（d）（1）（C）. 
237 34C.F.R.§300.322. 
238 34C.F.R.§300.323.（c）（1）. 
239 20U.S.C.§1414（d）（1）. 
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判断する方法、提供されるべき特別教育、児童が通常の教育プログラムに参加で

きる程度、州による判定を受ける場合に生徒に必要となる配慮、サービスの開始

や継続等について記載されねばならない240。 

IEP は各学年の始業時に効力を発するが241、年度途中で IEP を変更する場合、

親と教育機関との間で会議を開かないことに同意していれば書面にて変更点を

示せばよい242。2004 年の IDEA の改正は、IEP について二つの重要な変化をもた

らした。まず、IDEA は障害を抱える生徒のベンチマークや短期目標の必要性を

削除したということがあげられる243。また、３年以内であれば、複数年にわたる

IEP を試験的に実施することを認めたということもあげられる244。 

 

（イ）手続的保護 

IDEA は州等に対して無償かつ適切な公教育を提供するにあたって、障害児やそ

の親に手続的保護を保障するように定めている245。IDEA の手続の中には a（a）障

害児の親に対してその子供に関するすべての記録を調査する機会、(b)子供の教育

評価や、その教育上の処遇、無償かつ適切な公教育に係る会議に参加する機会246、

b 独立した教育評価を行う機会を与えること247、c 子供の教育上の処遇や無償か

つ適切な公教育等を提案あるいは変更する場合、親に対して書面による事前の告

知を行うこと248、d 調停の機会を与えること249、e 不服を申し立てる機会を提供

すること250等が含まれており、以下 a~e の内容について具体的に述べることにする
251。なお、d、e の部分は権利救済に該当する。 

 

a 記録を調査する機会・会議に参加する機会 

（a）記録を調査する機会 

障害児の親がその子供の記録を調査する機会は、1974 年の家族の教育的権利

                                                  
240 Id. 
241 20U.S.C.§1414（d）（2）（A）. 
242 20U.S.C.§1414（d）（4）. 
243 20U.S.C.§1414（d）（1）（A）（I）. 
244 20U.S.C.§1414（d）（5）（A）. 
245 20U.S.C.§1415（a）. 
246 20U.S.C.§1415（b）（1）. 
247 Id. 
248 20U.S.C.§1415（b）（3）. 
249 20U.S.C.§1415（b）（5）. 
250 20U.S.C.§1415（b）（6）. 
251 行政審理や司法手続が継続している間、生徒は「現在の処遇」がそのまま適用される（20U.S.C.§1415
（j））。この条文は、ステータス・クオ条項とよばれ、多くの訴訟で問題とされている。ステータス・クオ

条項の目的は教育の安定と一貫性を与えることである。ステータス・クオ条項の例外は、学校側が生徒を

現在の処遇のままにしておくことが、本人あるいは他者に対して危険を生じさせる、あるいは実質的に教

育を中断させてしまうと判断した場合である（20U.S.C.§1415（k）（3）（B）（ii））。 
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及びプライバシー法（Family Educational Rights and Privacy Act：以下 FERPA）252

や規則253において定められている。FERPA は、親がその子供の教育上の記録を

閲覧し調査する権利を認めており、州の行政機関等は親からの記録を開示する

請求があった場合、合理的な期間内に無償でそれを提示する義務が課されてお

り、親の同意がない限り 45 日以内に開示しなければならない254。生徒が 18 歳

の誕生日を迎えた場合や中等学校以上に進んでいる場合は、情報にアクセスす

る権利や開示の同意等については生徒自身の意思にゆだねられるが、特別教育

の場合は、学校側が年齢や障害の程度等から判断するとされる255。また、親が

情報にアクセスする権利とともに、FERPA は学校教職員が各親に対して、子供

の記録の中に記入されている情報について、合理的な解釈や説明を行うことを

求めている256。 

                                                  
252 20U.S.C.§1232g. 

FERPA は一方で、子供の情報を保護するために部外者がそれらの記録にアクセスすることを制限してい

る。FERPA が対象としているのは、教育機関に保有されるすべての教育上の記録である。多くの教育委員

会は生徒の「名前、住所、電話番号、出生日、出生地等」が含まれるディレクトリ情報を保有している

（20U.S.C.§1232g（a）（5）（A））。学校関係者が在籍中の生徒のこれらの情報を開示する際には、事前に開

示される記録の種類を親に告知し、資料の開示の諾否について親が判断する適切な時間を与えなければな

らない（20U.S.C.§1232g（a）（5）（B）;34C.F.R.§99.37）。ただし、ディレクトリ情報の場合、卒業生の者に

関してはこれに該当しない（34C.F.R.§99.7,300.612）。親は教育上の記録について閲覧、検討を行い、修正

を求める権利、開示に際しては同意を与える権利、連邦教育省に対して不服を申し立てる権利を有するの

であるが、学校職員は親に対して、彼らがこれらの権利を有することを知らせなければならない

（34C.F.R.§§99.7, 300.612）。親は、合理的な手段によりこれらの知らせを受けることになっている（ただし、

教育上の記録に該当しない 4 つの例外が存在する）。 
 通常当事者は、書面による親の同意が得られれば学校の記録にアクセスすることができる

（20U.S.C.§§1232g（b）（1）;1232g（b）（2）（a））。ただし FERPA は、親の同意が必要とならない 9 つの例

外を定めており、このような例外が設けられたのは職員の移動等の際に学校行政が円滑に行われるように

するため等の理由があげられる。 
また、第三者が生徒の記録の開示を求める場合、親から書面にて同意を得なければならないが、その中

には開示する記録、開示を認めた理由、情報が提供される相手が明記されなければならない。また、FERPA
は、親は開示された情報のコピーを取得する権利があると規定している。FERPA は、親が子供の記録を検

討する機会を拒否された場合、あるいは記録が承諾なく開示された場合についての条文を含んでいる。2002
年の Gonzaga Univercity v. Doe 判決において、連邦最高裁は権利を侵害されたものは、書面にて侵害された

権利の詳細を記し、教育に関する家族政策監査局（Education’s Family Policy Compliance Office：以下 FPCO）

に不服申立てをしなければならないと判示した（34C.F.R.§99.63）。不服申立ては権利が侵害された時、あ

るいは権利を侵害された者がそれを知った日、合理的にそれについて知るべきであった日から 180 日以内

に行われねばならない。FPCO は不服申立てを受けた場合、教育機関に対して書面にて訴えられている権

利侵害の内容について知らせ、訴えについて調査を進める前に（34C.F.R.§99.65）、教育機関が親の要求に

応じるか尋ねなければならない。FPCO が調査を行った結果、親の権利が侵害されていることが認められ

た場合は、教育省は当該プログラムに対する支出を保留し、教育機関に対し親の訴え受け入れるように命

じることができる。もし教育機関がしかるべき期間内にこれに従わない場合は、当該プログラムへの連邦

からの財政支出を停止することもできる（34C.F.R.§99.67）。 
253 34C.F.R.§99.4 
254 20U.S.C.§1232g（a）（1）（A）. ただし教育上の記録に複数の生徒の情報が含まれる場合は、親は自分の

子供に関する情報の部分しか閲覧することができない。また、FERPA は子供の親権（保護監督権）を持た

ない親に対してもこの権利を認めている。34C.F.R.§99.4. 
255 20U.S.C.§1232g（d）. 
256 34C.F.R.99.10（c）.  また親が教育上の記録に不服がある場合、学校に対して情報の修正を求めること

ができる（34C.F.R.§99.20（a）,300.618（a））。学校側が適切な期間内に記録を修正することを拒否した場合、
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（b）会議に参加する機会 

障害児の親は、子供の評価（evaluation）や教育上の処遇（educational placement）

等及び無償かつ適切な公教育について判断する会議に参加する機会を与えら

れる257。特に子供の教育上の処遇を決定する際には、その子供の親は決定を行

うグループのメンバーとして参加しなければならず258、親が参加できない場合、

行政機関は電話やビデオによる会議等の手段を用いて親の参加を確保しなけ

ればならない259。 

 

b 独立した教育評価 

 障害児の親は、行政機関により出された評価に同意できない場合、公費にてそ

の子供に独立した教育評価を受けさせる権利を有する260。独立した教育評価とは、

子供に対して教育を提供する責任を負っている行政機関に雇われているのでは

ない調査官（examiner）によって行われる評価を意味し261、行政機関は親に対し

て個別の教育評価に関する情報や評価を行う際の基準についての情報を提供し

なければならない262。 

親から独立した教育評価の要求があった場合、行政機関は不必要に遅れること

なく、行政機関が出した評価が適切であることを示すために、デュー・プロセス

による不服申立てを提起し聴聞（hearing）を要求するか、公費にて独立した教育

評価を行わねばならない263。行政機関がデュー・プロセスによる不服申立てを行

った場合も、親は独立した教育評価を受ける権利を有するが、この場合の評価は

公費では行われない264。 

 

c 告知 

 行政機関は子供の教育上の処遇や無償かつ適切な公教育等を提案あるいは否

                                                                                                                                                  
親は聴聞を受ける資格を有することになる。聴聞官は訴えられている資料が正確か否かについて判断を行

う。 
 聴聞官は、聴聞を行い適正な期間内で記録の修正について決定を下さねばならない。聴聞官が、訴えら

れている資料が不正確で、生徒の権利を侵していることを認めた場合は、学校側は速やかに修正を行い、

親に対して修正がなされたことを書面にて伝えねばならない（34C.F.R.§§99.21（b）（1）,300.620（a））。逆

の場合は、学校側は修正等を行う必要はない。 
257 34C.F.R. §300.501（b）. 
258 34C.F.R. §300.501（c）（1）. 
259 34C.F.R. §300.501（c）（3）. 
260 34C.F.R. §300.502（a）（1）. 
261 34C.F.R. §300.502（a）（3）（i）. 
262 34C.F.R. §300.502（a）（2）. 
263 34C.F.R. §300.502（b）（2）. 
264 34C.F.R. §300.502（b）（3）. 
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定、変更する場合、親に対して書面による事前の告知を行わねばならない265。こ

の場合の告知の内容には、①行政機関が行う提案や変更等の活動についての記述

や②それらの行政活動を行う理由の説明、③提案等を行う際に用いた評価手続や

アセスメント、記録、レポートについての記述、④障害児の親が手続的保護を保

障されていること、⑤親の理解を助ける情報源、⑥IEP チームが提案したものと

は異なる選択肢、及び IEP チームによる提案を否定する理由、⑦評価等に関連す

るその他の要因、が含まれるよう規定されている266。 

また、IDEA は手続的保護についても、行政機関が親に書面にてその権利を告

知するように要求している267。委員会が親に対して彼らが有する権利を告知しな

い場合は、子供の教育に参加する権利を制限することになると複数の判決が認め

ている。告知は公共語と考えられる言語にて行われるが、必要とあれば、親の母

語に翻訳したものを提供しなければならない。書面による告知が不適切である場

合は、口頭による告知が行われる場合もある268。 

親が告知を受ける資格を得るのは、彼らの子供が最初に障害の認定を受ける際、 

あるいは彼らが IDEA に関連する不服申立てを行う際とされる269。 

 

d 調停（mediation） 

 IDEA 及びその規則は州の行政機関等に対して、親や学校等当事者が調停のプ

ロセスをつうじて紛争を解決することができるような手続を定め実施するよう

に規定している270。IDEA は、①調停は当事者が自発的に行うものでなければな

らず、②親のデュー・プロセスの不服申立てを行い聴聞を受ける権利を侵害した

り、遅延させたり、あるいはその他の権利を侵害するために用いられるようなこ

とがあってはならず、③訓練を受けた、資格のある、公正なメディエーター

（mediator）により行われねばならないと規定している271。メディエーターは特

別教育や法律、規則についての知識を有する適格な者が州のリストに登録されて

                                                  
265 34C.F.R.§ 300.503（a）, 20U.S.C.§1415（c）. 
266 34C.F.R. §300.504（a）（1）~（7）. 
267 20U.S.C.§1415（d）（1）（A）; 34C.F.R. §300.504. 
268 34C.F.R.§300.503（c）（2）（i）. 
269 20U.S.C.§1415（d）（1）（A）. 教育行政機関は児童の IEP を作成する会議について親に告知しなければ

ならないと IDEA は規定しているが、これは、生徒の教育方針を議論する際には常に親に告知しなければ

ならないということを意味しているのではない。例えば、1995 年の Buser v. CorpU.S.C..hristi Independent 
School 判決は、教師が生徒の進路について行政関係者と議論する際は常に、学校側が親に告知をしなけれ

ばならないわけではないとした。また、2003 年の N.L. ex rel.Ms. C. v. Knox County Schools 判決は、IEP チ

ームによるミーティングに先立ち学校職員がその運営方法について話し合う場合も、親に対して告知する

必要はないとしている。 
270 20U.S.C.§1415（e）（1）,34C.F.R.§300.506（a）. 
271 20U.S.C.§1415（e）（2）（A）, 34C.F.R.§300.506（b）（1）. IDEA は強制的に調停を行うことを禁止して

いる（20U.S.C.§1412（a）（25）.）。 
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いるが272、州や教育委員会、調停を要求している生徒に直接サービスを提供して

いるその他の行政機関の職員であってはならないし、利害関係者であってはなら

ない273。 

調停は時宜にかなった方法で、当事者に都合のよい場所で行われねばならず274、

その費用は州が負担する275。調停を通じて当事者間で合意に至った場合は書面に

てそれを公表しなければならないが276、調停の過程での議論は公にされることは

なく、後のデュー・プロセスの聴聞において証拠として用いられることはない277。 

 

e 不服申立て 

 障害児の親が IEP、若しくは無償かつ適切な教育についての内容に納得せず不

服を申し立てた時点でデュー・プロセスの聴聞の手続は開始されるが、2004 年の

改正法は不服申立てに期限を設け、当事者がその訴えの原因となった行政行為に

気づいた時、あるいは気づいたとされる時から２年以内に申立てを行わねばなら

ないとした278。  

行政機関は当事者がデュー・プロセスの不服申立てを行えるような手続を用意

しなければならない279。不服申立ての中には、子供の名前、住所、子供が在籍す

る学校の名称、問題となっている事柄やそれに関する事実の記述、現時点で考え

うる問題解決の提案等が含まれねばならない280。不服を申し立てられた側は、10

日以内に提出された問題について検討し、当事者間で同意が得られ、聴聞官

（hearing officer）が聴聞（hearing）の５日前までに許可を与えた場合は修正が行

われる281。不服申立てが提起された日から 15 日以内に地方教育行政機関はデュ

ー・プロセスの聴聞に先立ち、親や関係者、IEP チームのメンバー、政策決定の

権限を持つ行政機関の代表を招集して会議を開かなければならない282。ただし、

親と地方行政機関が会議を開催しないことを書面にて同意した場合や、調停を用

いることに同意した場合は、会議を開く必要はない283。しかし、親が地方行政機

関の説得にもかかわらず会議への出席を拒否した場合は、然るべき期間を経たの

ちデュー・プロセスの不服申立ては却下される284。このような事前の会議によっ

                                                  
272 20U.S.C.§1415（e）（2）（C）. 
273 34C.F.R.§300.506（c）（1）. 
274 20U.S.C.§1415（e）（2）（E）. 
275 20U.S.C.§1415（e）（2）（D） 
276 20U.S.C.§1415（e）（2）（F）. 
277 20U.S.C.§1415（e）（2）（G）. 
278 20U.S.C.§1415（b）（7）. 
279 34C.F.R.§300.508（a）（1）. 
280 34C.F.R.§300.508（b）（1）~（6）. 
281 20U.S.C.§§1415（c）（2）（B）-（E）. 
282 34C.F.R.§300.510（a）. 
283 34C.F.R.§300.510（a）（3）. 
284 34C.F.R.§300.510（b）（4）. 
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ても問題が解決せず、地方教育行政機関が訴状を受け取ってから 30 日以内に親

らの同意を得られない場合は、デュー・プロセスの聴聞（hearing）が行われる。

デュー・プロセスの聴聞は州の教育行政機関によって行われるが、聴聞官（hearing 

officer）は当該事件に関係のある州の教育機関や地方教育機関の労働者であって

はならず、法律、連邦や州の規則、そして連邦及び州裁判所の法解釈について知

識を有するものでなければならない285。そしてまた、「適切な基準となる法律に

従って」聴聞を行い、書面にて裁決を下す知識や能力を有さねばならないとされ

る286。 

無償かつ適切な公教育について聴聞官が決定を下す場合、その判断は実体的な

理由に基づかねばならない287。ただし、手続的な瑕疵が、無償かつ適切な公教育

を受ける子供の権利を侵害した場合、親の方針決定（decision-making）プロセス

への参加を甚だしく妨害した場合、子供の教育上の利益をはく奪した場合はその

限りではないとされる288。 

審理の結果に不満がある場合、当事者は州及び連邦裁判所に訴訟を提起する権

利を有しているが、訴訟を提起するには、IDEA のデュー・プロセスに関する条

項に示されるすべての行政上の救済措置を経なければならないとされる289。 

 

  オ 監視 

通常、州や地方行政機関が管理する障害児教育プログラムが IDEA の諸要件を満た

しているか否かについて監督する（supervise）責任を負っているのは州の教育行政機

関であるが290、IDEA は連邦教育省に対しても、監視（monitoring）、技術的な支援、

強行(enforcement)を行う権限を認めている291。教育省は、州の実施計画等を通じて

IDEA の実施状況を監視し(monitor)、それが有効に行われていない場合には州の施策

を強行し292、そして州に対して地方行政機関の監視（monitoring）等を行うよう要求

することができる293。 

 

 

 
                                                  
285 34C.F.R.§300.511（c）. 
286 20U.S.C.§§1415（f）（3）（A）（ⅰ）-（ⅳ）. 
287 34C.F.R.§300.513（a）. 
288 34C.F.R.§300.513（a）（2）. 
289 20U.S.C.§1415（i）（2）（A）. 
290 20U.S.C.§1412(11). 
291 20U.S.C.§1416(a).  
292 ただし教育省が支援や介入等の強行的な活動を行う場合、下院の教育及び雇用調整委員会や上院の健

康・教育・労働・年金委員会にレポートを提出しなければならない。20U.S.C.§1416(e)(5). 
293 20U.S.C.§1416(a)(1). 
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（２）障害者教育における差別禁止・合理的便宜 

ア 差別禁止 

（ア）禁止される差別 

障害を抱える生徒の権利は、IDEA の他にリハビリテーション法の 504 条と ADA

によって保障されている。 

 リハビリテーション法は、（１）連邦政府294（２）連邦政府の委任機関295（３）

連邦の支出を受けるもの296による障害者に対する差別を禁止している。（３）に該

当するのが、いわゆる「セクション 504」であり、この中に、ほとんどの初等中等

教育機関、高等教育機関が含まれる。障害者と認定された者は、障害があること

のみを理由として、連邦からの支援を受けたプログラムや活動、行政機関あるい

は米国郵政公社が係るプログラムや活動への参加から除外されること、利益の享

受を拒否されること等、差別的な扱いをうけることがあってはならず297、プログ

ラムや活動の中に大学やその他の高等教育機関、地方の教育機関、職業教育のシ

ステム等が含まれる298。 

このようにリハビリテーション法 504 条が禁止する差別とは、障害を理由に本

来提供されるべき利益等が否定されることを意味するのであるが、これを教育に

当てはめると、初等中等公教育のプログラムや活動を管轄するものは、障害者と

認定された者に対して、その障害の状態や程度に関わらず、（無償かつ）適切な公

教育を提供しなければならないということになる299。 

適切な教育の提供とは、通常又は特殊教育の提供やそれに関連する支援やサー

ビスを提供することである。この支援やサービスとは、健常者のニーズと同じよ

うに適切に障害者の個別教育のニーズ満たすことを目的としており300、規則に規

定された要件を満たす手続にのっとって行われねばならない301。また、IEP（個別

教育プログラム）を実施することも 504 条の基準を満たす手段の一つとなると規

定されている302。 

 

（イ）障害者適格 

リハビリテーション法 504 条は、障害者について（i）個人の主要な生活活動を

                                                  
294 29U.S.C.§791. 
295 29U.S.C.§793. 
296 29U.S.C.§794. 
297 29U.S.C.§794（a）. 
298 29U.S.C.§§794（b）（2）（A）-（B） 
299 判例において IDEA の無償かつ適切な公教育とは区別されると解釈されている。 
300 34C.F.R.§104.33（b）（1）（i）. 
301 34C.F.R.§§104.34～104.36. 生徒に対して適切な教育を保障するために 504 条の規則は IDEA と類似のデ

ュー・プロセスの要件を含んでいる。 
302 34C.F.R.§§104.33（a）-（b）. 
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実質的に制限する身体的、精神的な障害を有する者、（ii）そのような障害の記録

を持つ者、（iii）そのような障害を有してきたとみなされる者、というように定義

している303。 さらに規則は、身体的・精神的障害についても規定している304。（i）

の「主要な生活活動」とは、自分自身で手作業や歩行、見る、聞く、呼吸をする、

学習する、労働するといった機能を意味する305。 

（ii）の障害の記録を有するためには、身体的・精神的障害についての既往歴が

なければならない306。 

生徒が障害を有すると認められたら、次の段階では彼が「資格を得る」か否か

について判定する。資格について判断する際の基準は、（i）サービスの対象となる

健常児と同じ年齢であること、（ii）州法上、当該サービスを受けることができる

障害者の年齢要件を満たすこと、（iii）IDEA の下、無償かつ適切な公教育の受給要

件を満たす生徒であることの３つである307。 

「資格を得た」生徒とは、障害を有しながらもプログラムや活動に参加するこ

とが認められた者であり、「合理的便宜」により可能な限りそれらのプログラムや

活動に参加することが認められねばならない308。  

公立学校において障害者として認定されるのは、公立の幼稚園、初等中等教育

機関、成人の教育サービスに関して、（１）健常者がサービスを受ける場合の年齢

制限に該当すること、（２）州法が障害者に対して提供しているサービスの年齢制

限に該当すること、（３）IDEA における無償かつ適切な公教育を受ける要件を満

たすこと309、といった要件を満たす者である。これに対し私立学校においては、

（１）高等教育や職業教育に関して、それぞれの教育プログラムや活動に参加す

るための、学問的、あるいは技術的な基準を満たす者、（２）上記以外のサービス

について、サービスを受給する要件を満たす者が認定される310。 

 

イ 合理的便宜 

1990 年に制定された ADA は、リハビリテーション法が示した障害者の市民的権利

をさらに拡充するために制定されたのであるが、その権利や義務についてはリハビ

リテーション法と重複する箇所がある。両者の違いとしては、リハビリテーション

法は、政府の支出を受けたものにしか適用されないが、ADA はより広範に適用され

るということがあげられよう。ADA は、主に３つの領域において差別を禁止してお

                                                  
303 29U.S.C.§706（7）（B）. 
304 45C.F.R.§84.3（j）（2）（i）, 34C.F.R.§104.3（j）（2）（i）. 
305 34C.F.R.§104.3（j）（2）（ii）. 
306 34C.F.R.§104.3（j）（2）（iv）. 
307 34C.F.R.§104.3（1）（2）. 
308 34C.F.R.§104.39. 
309 34C.F.R.§104.3（l）（2）. 
310 34C.F.R.§§104.3（l）（3）-（4）. 
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り、個人の雇用（第 I 編）、州や地方自治体の活動（第 II 編）、民間所有の公共施設

の場へのアクセス（第 III 編）の三つに分けられる。教育の場合、公立の教育機関に

ついては第 II 編を根拠に、私立の教育機関（ただし宗教が関与しないもの）につい

ては第 III 編を根拠に適用される。この法律は、広範囲にわたって障害者への差別の

排除を求める連邦の指針を与えたものとされる311。ADA の下において、障害者であ

ると認定された場合は、公的機関が提供するプログラムに参加するに際して合理的

便宜が与えられる312。また ADA の第 III 編によって、私立の初等中等教育、高等教

育プログラム、司法試験等の資格試験のプログラムもその対象とされる313。 

障害を抱える生徒と認定された者は、教育機関における教育課程（courses）や試

験について合理的便宜を与えられる資格を得ることになる。教育機関は、その教育

課程（courses）や試験の内容が根本的に変わるような、変更を行う必要はなく、過

大な負担を負わなくともよいとされる。生徒から要求される便宜は、特定の障害に

対して合理的かつ必要なものでなければならない。 

高等教育機関は、授業やその他の教育施設等に平等にアクセスできるようにしな

ければならないとされるが、ADA の規則は障害者が試験を受ける場合、補助等をつ

けることにより試験方法を変更することを義務として規定している。 

知覚障害や、手に障害を持つ者、又は言語障害がある者に試験を実施する場合、

試験の目的が何であれ、個人の適性を正確に反映するような試験が選択され、実施

されねばならない314。試験は、試験についての合理的便宜の条項に規定されるよう

に、障害を抱える生徒への差別を禁止する方法で行われなければならない。試験や

講座は障害者が受けることのできる場所そして方法で提供されねばならない315。試

験は、障害者個々人に合わせて準備され、彼らが受験可能な方法で行われねばなら

ない。したがって、試験の実施時間や提供方法は、それに即して変更することが求

められる316。 

試験においては、補助や援助が提供されねばならない。試験における補助には、

試験の録音や、手話や他の効果的な方法を用いて聴覚障害者が口頭試験を受けられ

るようにすること、視覚障害者や LD の人に試験用紙や答案用紙の点字化や拡大をす

ること、手に障害がある人に対してトランスクライバーをつけること等、その他に

も類似のサービス等が含まれるとされる317。受験可能な設備がととのわない場合は、

試験監督官とともに個人の家庭で受験することも可能とされる318。試験の変更や補

                                                  
311 42U.S.C.§12101（b）（2）. 
312 42U.S.C.§12111（9）. 
313 28C.F.R.§§36.202,36.203. 
314 28C.F.R.§36.309（b）. 
315 28C.F.R.§36.309（a）. 
316 28C.F.R.§36.309（b）（2）. 
317 28C.F.R.§36.309（b）（3）. 
318 20C.F.R.§36.309（b）（4）. 
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助は個人が要求した場合に提供しなければならない。 

また、ADA の規則は教育機関が講座を提供する場合、障害者が受講可能な場所、

方法で授業（courses）を提供するように変更を行わねばならないとしている。その

変更方法としては、授業終了に要する時間の変更や、特別な要求への代用、講座の

運営方法の変更などがあげられる319。 

障害者が授業に出席する場合も補助やサービスが必要となる。授業を提供する教

育機関は、知覚、手、言語障害を持つ障害者に対して、適切な補助やサービスを提

供しなければならないが、このような補助やサービスが根本的に授業の内容を変え

てしまう場合や、過大な負担となってしまう場合は、この限りではないとしている320 

授業における補助としては、録音されたテキスト、口頭により伝えられた資料を

聴覚障害者に伝えるための手話や他の効果的な方法、視覚障害者や LD の生徒への、

点字やテキストの拡大等、その他にも類似のサービスや活動があげられる321。 

ADA は、授業や試験の変更や補助にかかった費用を追加的に徴収することを禁止

しており、規則は便宜を提供するに当たり、障害者個人やグループに対して、援助

の提供や、障害の除去等、法が定める差別を禁止するための手段にかかった費用を

課してはならないと規定している322。規則はまた、各機関に求められる便宜が過大

な負担（undue burden）となっているかを判断するための規定も定めており、要求さ

れた援助の性質とそれに対するコスト、各機関の予算等について考慮するように求

めている323 

 

４ 航空機アクセスにおける障害者差別の禁止 

（１）差別禁止・合理的便宜 

1986 年の航空機アクセス法（Air Carrier Access Act：以下 ACAA という）は、合衆国

及び外国航空機による身体及び精神障害を理由にした差別を禁止し、障害を抱える乗

客に対して便宜を図るように求めている324。運輸省はその規則において障害者に提供

されるべきサービスの基準を定めている325。 
                                                  
319 28C.F.R.§§36.309（c）（1）,（2）. 
320 28C.F.R.§36.309（c）（3）. 
321 28C.F.R.§36.309（c）（3）. 
322 28C.F.R.§36.309（c）. 
323 28C.F.R.§36.104. 
なお３章の参考文献として、Peter W. D. Wright and Pamela Darr Wright, Special Education Law（2007）, Charles 
J. Russo and Allan G. Osborne,Jr., Special Education Law（2008）, Kurt E. Hulett, Legal Aspect Of Special Education
（2009）,Charles J. Russo and Allan G. Osborne,Jr., Section 504 And The ADA（2008）等。 
324 49 U.S.C. A§1374（c）, 14C.F.R.§382.1. 
325 空港の利用については、ADA の第 III 編についての運輸省の規則が適用される。14C.F.R.§23. 



 94

規則は差別禁止の要件として航空会社に次のことを禁止している。すなわち、（１）

障害者として認定された者に対して障害を理由とした差別を行ってはならない、（２）

障害者と認められたものが望まないにもかかわらず、特別なサービスを受けるよう要

求してはならない、（３）障害者として認められた者に対して、その他の者が利用でき

る空輸あるいは関連サービスについての利益を否定してはならない、（４）障害者が自

らあるいはその代理人を通して、ACAA や当該規則によって保障される権利を主張し

たからと言って、彼らに不利益な行為をしてはならないと規定している326。また、航

空会社は、改正リハビリテーション法 504 条の基準に従い、差別の禁止を徹底させる

ために必要なとおり方針、慣行及び施設を修正しなければならないとされているが、

過大な負担を構成するような修正、又はプログラムを根本的に変更する修正を行うこ

とまでは要求されない327。 

 当該規則は障害者の定義を規定しているが328、ADA の規則等と類似のものである。

ただし、ACAA の差別禁止が適用される障害者の要件として、障害者本人に航空機の

チケットを入手する、あるいは購入したチケットで航空機に搭乗する等の意思が確認

されること、すべての乗客に適用される合理的で無差別な運送契約の要件を満たすこ

と等が加えられている329。 

 

（２）紛争解決 

 航空会社は、各空港に紛争解決局（Complaints Resolution Officials：以下 CRO という）

を設置し、障害を抱える乗客に対して、その存在及び利用方法を教えなければならな

い330。障害を抱える乗客に、差別、便宜、サービスについての問題が生じた場合、航

空会社の職員はまず問題を解決するのではなく、乗客に対して CRO に訴える権利があ

ることを知らせ、乗客の代理として CRO に訴えるか、訴えるための手段を提供しなけ

ればならない331。障害を抱える乗客が書面にて不服を申し立てる場合、CRO とコンタ

クトをとったか、対応した CRO の名称、コンタクトをとった日付を記し、可能ならば

CRO から送付された書面を添付しなければならない332。 

  違法行為が生じる前に不服が申し立てられた場合、CRO は航空会社の職員に対して

適切な行動をとるように指示すればよいが、実際に障害を抱える乗客の権利侵害が生

                                                  
326 14C.F.R.§382.11. 
327 14C.F.R.§382.7（c）. 
328 14C.F.R.§382.5. 
329 Id. 
330 14C.F.R.§382.151. 
331 14C.F.R.§382.151（c）（1）. 
332 14C.F.R.§382.155（b）. 
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じてしまった場合、CRO は不服を申し立てた者に対して、30 日以内に333書面にて事実

の概要と侵害行為に対して航空会社が取るべき対応を記し提供しなければならない334。

ただし、事件が起きた日付より 45 日以上経過して不服が申し立てられた場合、CRO は

これに対応する必要はない335。 

 

 

５ 投票における障害者差別の禁止 

（１）差別禁止・合理的便宜 

アメリカ合衆国投票援助法 （Help America Vote Act：以下 HAVA という） 

2002 年に制定されたアメリカ合衆国投票援助法（HAVA）の第 III 編は「統一されか

つ差別を禁止する選挙技術及び選挙管理の要件」と名付けられており、連邦選挙を実

施するにあたって、州や地方自治体に対し一定の要件を課している。HAVA やその規則

は、アメリカ合衆国選挙支援委員会が実施するプログラムや活動において、障害を理

由に差別を行うことを禁止しており336、障害を抱える投票者が健常な投票者に与えら

れているのと同様の機能を行使できるように便宜を図ることを求めている337。例えば

候補者名簿を入手し読むことや、選択を行うこと、選択を再考し変更することや、最

終的に投票を行うことなどがあげられる338。これらの機能は、健常な投票者を対象と

したものとは異なる投票システムを用いなければ提供できない可能性もある。障害を

抱える投票者は、多くの場合健常な投票者と同一の方法で投票を行うことはできない

し、またそのようにする必要もないとされる（例えば、視覚障害を抱える投票者が候

補者名簿を読む場合、音声機器を用いることで健常者と同様のアクセスが行えるので

ある）。 

障害の状態によっては、独立した形で投票を行うことが困難な場合がある（例えば

ポール・ワーカーが必要な場合など）。HAVA は投票システムについて独立性やプライ

バシーを求めてはいるが、これは、障害を抱える投票者が 1965 年投票権法の 208 条の

他者による補助を求める場合、これを妨げるものではない。また、301 条は、実施可能

な投票システムとして、障害者のための同時録音電子（DRE）投票システム等をあげ

ているが、これは、DRE 以外のシステムを用いることを禁じていると解釈してはなら

                                                  
333 14C.F.R.§382.155（d）. 
334 14C.F.R.§382.153. 
335 14C.F.R.§382.155（c）. 
336 11C.F.R.§9420.1. 
337 11C.F.R.§9420.2. 
338 以下投票の方法については、アメリカ合衆国選挙支援委員会の勧告を参照。 

http：//www.eac.gov/election/docs/eac-20advisory-2005-004301a.pdf/attachment_download/file 
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ない。 

 

● HAVA の規則は、障害の定義や不服申立てについても規定しているが、これらは

リハビリテーション法 504 条と類似のものであるので省略する。 

● その他、障害者の投票権を保障するものとして、高齢者及びハンディキャップを

抱える人への投票アクセス法（the voting accessibility for the elderly and handicapped 

act：以下 VAEHA という）等があげられる。 

 

６ 通信法における障害者差別の禁止 

（１）差別禁止・合理的便宜 

障害者に通信手段にアクセスするための権利を保障しているのは、1996 年通信法で

ある339。合理的便宜については文言で明示は示していないが、当該法の規則（47C.F.R..

（６）（３）（a））は障害者にとってアクセス可能な状況を具体的に設定しており、それ

を実現させることが合理的便宜となると考えられる。 

当該法を実施する連邦通信委員会（Federal Communications Commission：以下 FCC と

いう）は、通信機器製造業者やサービスプロバイダー、VoIP のプロバイダーに対して、

障害者が容易に利用することができるような製品やサービスを提供するよう諸ルール

を定めており340、障害者にとって利用が困難な場合、製造業者やサービスプロバイダ

ーは、各々の製品やサービスを、障害者に利用可能な周辺機器やカスタマー宅におけ

る機器に適合させるように定めている341。FCC のルールは、ハードウェア、ソフトウ

ェア両面における通信ネットワーク設備やカスタマー宅における機器（CPE）すべてに

及ぶ。CPE としては、電話や FAX、インターホン、ポケットベル等があげられる。な

お障害の定義は ADA に準ずる342。 

 

（２）紛争解決方法 

通信法の規則は、製造業者やプロバイダーに対して苦情を申し立てる方法として非

公式・公式のものを規定しているが343、非公式の苦情申立ては障害者を対象に詳細に

                                                  
339 P.L. No. 104-104, 110 Stat. 56. 
340 47C.F.R.§6.1. 
341 47C.F.R.§6.5. 
342 47U.S.C.255（a）（1）. 
343 47C.F.R.§（6）（16）. 
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定められている。 

ア 非公式の苦情の申立方 

製造業者やプロバイダーに対し非公式の苦情の申立てにより通信法の違反を訴える

場合、障害者は合理的な方法（例えば、手紙、ファックス送信、電話（音声／TRS／TTY）、

インターネットメール、ASCII テキスト、オーディオカセット録音及びブライユ点字）

により FCC に対して訴えることができる344。非公式の苦情には、（１）申立人の氏名及

び住所、（２）訴える製造業者又はプロバイダーの名称及び住所、（３）訴える電気通

信設備若しくは CPE 又は電気通信サービスの詳細、（４）申立人が、訴える電気通信設

備、CPE 又は電気通信サービスを購入、取得若しくは使用した、又は購入、取得若し

くは使用しようとした日、（５）申立人の申立てが、当該電気通信サービス又は当該電

気通信設備若しくは CPE が障害者にとってアクセスできない、又は使用できないこと

を裏付ける事実の詳細、又は相手方当事者がその他の要件に違反したこと、（６）申立

人から救済及び履行を求めたこと、（７）苦情に対して回答する形式又は方法として申

立人が好ましいと判断する形式又は方法（例えば、手紙、ファックス送信、電話（音

声／TRS／TTY）、インターネットメール、ASCII テキスト、オーディオカセット録音、

ブライユ点字、又は申立人の障害に最も適したその他の方法）345が含まれねばならな

い。 

FCC は、非公式の苦情を各製造業者及びプロバイダーに直ちに送達し、当該製造業

者又はプロバイダーは、委員会が定める期間内に、苦情に応えることを求められる。

非公式及び公式の苦情の迅速かつ有効な送達を確実にするために、製造業者及びプロ

バイダーは、FCC に提起された問題に関する通知、調査、命令、決定その他の意見す

べての送達が行われる代理人を指定することができる346。FCC から非公式の苦情を送

付された製造業者又はプロバイダーは、FCC が定める期間内に答弁書を提出しなけれ

ばならない。答弁書は、原則申立人が要請する方法で作成又は構成され、苦情に応え

るために相手方当事者が講じた、又は講じることを提案する行為を記載し、重要な苦

情の申立てすべてに対し明確に回答するものでなければならない。また、製造業者や

プロバイダーは苦情の検討に関連すると FCC が定めた情報又は資料を提出しなければ

ならない347。 

 

イ 非公式の苦情の審査及び処理 

 相手方当事者の答弁書等から、非公式の苦情への対応が行われたことが明らかに

された場合、FCC は申立人又は相手方当事者に対して回答することなく、自己の裁

量で、非公式の苦情が終結したものとみなすことができる。その他の場合はいずれ

                                                  
344 47C.F.R.§（6）（17）. 
345 47C.F.R.§（6）（17）（b）. 
346 Id. 
347 47C.F.R.§（6）（19） . 
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も、FCC は本規則に基づき提出された苦情の審査及び処理を両当事者に通知するも

のとする348。非公式の苦情及びそれに対する相手方当事者の答弁書に記載された情

報の審査に基づき、非公式の苦情に記載された申立てに関し追加すべき点はないと

FCC が判断した場合、非公式の苦情は、終結され、かつ申立人及び相手方当事者は、

その理由を正式に通知されるものとする。申立人は、非公式の苦情に対する相手方

当事者の対応及び非公式の苦情に対する行為を終了する決定に満足しない場合は、

FCC に正式な苦情を提出することができる。 

 一方、非公式の苦情及びそれに対する相手方当事者の答弁書に記載された情報の

審査に基づき、相手方当事者に問題がまだ残っていると FCC が判断した場合、委員

会は、相手方当事者に関する問題及び保障されるべき救済措置又は制裁を判断する

ために必要な追加の調査又は手続を実施することができる349。非公式の苦情及びそ

れに対する相手方当事者の答弁書に記載された情報の審査に基づき、相手方当事者

が当該規則に違反していると FCC が判断した場合、委員会は当該事例の事実及び状

況に基づき適切と委員会がみなす救済措置又は制裁を命令又は指示することができ

る350。 

 製造業者又はプロバイダーに対する正式な苦情は、47C.F.R.§§1.720～1.736 に定め

られる方法で提出することができある。 

 

 

７ 障害者施策に係る監視の仕組み 

（１）全米障害者評議会の独立性の担保 

ア 全米障害者評議会の責務 

 全米障害者評議会は、障害者の完全な社会統合、独立及び生産性の向上のために、

大統領、議会、障害リハビリテーション研究所、リハビリテーション・サービス局

政策実行委員長などに助言を行うこと、これらに提言を行うこと、連邦省庁により

実行又は助成される障害者に関する政策、プログラム、実務及び手続、連邦政府の

プログラムについて述べるすべての制定法及び規則を見直し、評価すること、連邦

レベル、州レベル、地方公共団体レベル及び民間部門で障害者に影響を与える政策

を見直し、評価すること、ADA に関する実効性、効果、インパクトについて情報を

収集すること、などを責務としている（リハビリテーション法第 IV 編第 401 条）。 

 

                                                  
348 47C.F.R.§（6）（20）（b） . 
349 47C.F.R.§（6）（20）（c） . 
350 47C.F.R.§（6）（20）（d） . 
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イ 全米障害者評議会の設立と ADA 制定過程における政治からの独立性 

 1973 年リハビリテーション法が 1978 年に改正されたが、その時に保健・教育・福

祉省に全米障害者評議会（当初は、National Council on Handicapped, NCH という名称

であったが、後の 1988 年に正式に National Council on Disability, NCD に改称、以下で

は全米障害者評議会又は評議会を用いる）が設立された351。全米障害者評議会は、

大統領によって指名され、上院によって承認される 15 名の理事により構成される。

その業務内容は、当初全米障害者研究所の政策方針を作成し、運営を審査すること、

リハビリテーションプログラムについて保健・教育・福祉省及びリハビリテーショ

ン・サービス局に助言を行うことであった。評議会は、上述のように保健・教育・

福祉省に位置づけられる機関であったが、1979 年に省が解体され、教育省の管轄と

なった。1979 年最初の理事長として、リハビリテーションの父といわれる Howard 

Rusk が Carter 大統領により任命されたが、Reagan 政権に代わった 1982 年理事長も

理事もすべて入れ替わることとなった352。２代目理事長である Dusenbury は、教育省

の諮問機関として官僚的干渉や制約を受けてきたことの反省から、独立の機関とな

ることを主張し、評議会は、1984 年リハビリテーション法の改正により、独立の機

関となった。ただし、評議会が独立の機関となる前に、Reagan 政権は、理事長とし

て３代目の Sandra Swift Parrino を任命している353。 

 独立の機関となった全米障害者評議会の業務内容は、連邦政府の省庁によって行

われ、また援助を受ける、障害者に関するすべての政策、プログラム及び活動の効

率性を審査、評価することであった。評議会は、アメリカにおける障害者研究の現

状やリハビリテーション・サービス局及び全米障害者研究所の活動について、大統

領、議会、教育省書記官に対して年次報告を行うように指示されている。評議会が

独立の機関となったとしても、政権下における行政機関として、予算配分や行政管

理上のニーズを供給される立場であったし、また議会に対しても制定法に掲げる目

的を超えて活動を行えるわけでもなかった354。しかし、実際には評議会は、議会や

大統領の方針とは異なる形で、大きな役割を果たしている。 

全米障害者評議会の独立を可能にした 1984 年のリハビリテーション法の改正法は、

評議会に対し 1986 年２月１日までに連邦政府の障害者政策及びプログラムについて

の総合的な分析を行うことを求めていた。実際に議会が求めていたものは、ケアが

必要な障害者の数とプログラムのために必要なコストに基づく政策の優先順位の決

定であり、また連邦政府のプログラムが地域生活への移行、学校や職場への統合を

支援又は妨げる程度を評価することであった。この背景には、連邦政府が、障害者

に対しプログラムを追加することやさらなる予算措置を取ることを想定しておらず、

                                                  
351 National Council on Disability, “National Council on Disability: 20 Years of Independence,” （2004） p.5. 
352 Ibid. p.6. 
353 Ibid. p.11. 
354 Ibid. p.12. 



 100

職場へ復帰させることを求めていることがあった。このような状況に対し、評議会

は、調査機関の協力の下に全米の障害者の生活の現状を把握し、それに基づき、機

会平等法、雇用、社会保障法の下での就労に対するインセンティブの欠如、障害予

防、交通、住宅、自立生活のための地域支援、障害児教育、障害者に対するサービ

ス及びプログラムのコーディネーションの 10 のトピックについて 45 の提言を行っ

ている。これが、1986 年の「自立にむけて」というレポートとして大統領及び議会

に提出されることとなった355。この中で委員が最も重視していたのは、障害者に対

する機会の平等である。ただし、公民権法とはあえて用いず、機会平等法という用

語が使用されている356。 

「自立にむけて」における全米障害者評議会の方針は、議会の意図と類似する部

分があるといえるかもしれない。議会は、障害者に対するプログラムの拡大を意図

しておらず、雇用の場に復帰させることにより予算の削減を意図していた。一方、

評議会は「自立にむけて」において、実態調査から障害者に対するプログラムの予

算のうちほとんどが低所得又は就業能力のない障害者に対する給付となっているこ

とを明らかにし、連邦政府への依存を高めるプログラムから自立生活を行えるよう

にし、生産性を高めるプログラムへ移行すべきこと、就労可能な年代の障害者のう

ち３分の２が社会保障給付を受けられないこと、連邦政府は民間企業に障害者の雇

用機会を与えるようなプログラムを用意すべきことを述べている357。これらからい

えることは、議会と評議会が、第一にその当時の障害者に対するプログラムの全般

的構成がよくないこと、第二に障害者に雇用の機会を与えることについて共通する

理解を有していたともいえることである。ただし、評議会の意図が、障害者の自立

生活の実現を基盤として、社会保障給付などの障害者プログラムの偏在の解消、就

労機会の保障を前提としているとすれば、その根底にあるものは議会の意図とは異

なるものであるかもしれない。 

「自立にむけて」は障害者団体からは歓迎されたが、記者発表の日にスペースシ

ャトル・チャレンジャーが墜落する不運があり、記者発表も中止され、世間の関心

を集めることができなかった358。さらに、議会や政権からのあらたな動きも期待で

きない状況であったため、評議会は後に「自立の入り口」となるレポートの作成に

取り掛かった。「自立の入り口」には、スタッフであった Robert J. Burgdorf Jr.が作成

                                                  
355 Ibid. p.13-14. 
356 あえて公民権法という用語を用いなかったのは、これまで何度も障害を差別禁止事由として公民権法に

組み込もうとする試みが頓挫しているから、あえて別の用語を用いて、批判をかわしたともいえる。ただ

し、ADA の起草者である Burgdorf Jr. は、障害者に対する差別禁止の枠組みが、従来の人種や性別に基づ

く差別とは異なる部分が多いことが、公民権法という用語があてはめない理由であることを暗示している。

特に合理的便宜を講じなければならないことが、この違いを示す１つの重要なキーであることを示してい

る。R. L. Burgdorf Jr., “The Americans with Disabilities Act: Analysis and Implications for the Second-Generation 
Civil Rights Statute,” 26 Harv. C. R.-C. L. L. Rev. 413 （1991） p.429-431. 
357 Supra note 351 p.15 
358 Ibid p.16 
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したADA草案が付されていた359。この草案は、障害者団体の意向が反映されており、

合理的便宜に関する規定で通例用いられている「過大な負担」という抗弁要件を規 

定していなかった360。これは、他の議員やビジネス界から非常に強い批判を受ける

ことになった361が、評議会の方針が議会や政権よりもむしろ障害者団体などに近い

姿勢を有していたことを表す例であるかもしれない。第 100 回議会に提出された法

案は、時間が十分ないこともあったが、可決されることはなかった。結局、第 101

回議会で修正法案が可決されることとなった。 

 

ウ 全米障害者評議会の理事の構成 

 全米障害者評議会理事は、障害を有する個人、親、障害者のために積極的に活動

してきた個人、障害やリハビリテーションの研究者により構成されている（1973 年

リハビリテーション法第 IV 編第 400 条（a）（１）（C））。評議会の構成は、理事長（委

員の中から大統領により指名、上院議会により承認される）、副理事長、理事（任期

３年、２回まで更新可能）、事務局スタッフからなる（1973 年リハビリテーション法

第 IV 編第 400 条（b））。理事による理事会は、年４回開催されている。 

全米障害者評議会理事長は、第１代目 Howard Rusk（1979 年 11 月６日～、指名者：

カーター大統領）、第２代目 Joe Dusenbury（1980 年 11 月４日～、指名者：レーガン

大統領）、第３代目 Sandra Swift Parrino（1983 年～1993 年、指名者：レーガン大統領）、

第４代目 Marca Bristo（1994 年５月～、指名者：クリントン大統領）、第５代目 Lex 

Frieden（2002 年４月～、指名者：ブッシュ大統領）、第６代目 John R. Vaughn（2006

年８月３日～、指名者：ブッシュ大統領）となっている。前歴として、Rusk は、リ

ハビリテーションの父とも呼ばれる医者であり、リハビリテーションを研究するニ

ューヨーク大学の教授であった。Dusenbury は、サウスカロライナ州の職業リハビリ

テーションサービスの委員であり、全米リハビリテーション協会の理事長であった。

Parrino は、Dusenbury 理事長の下で副理事長を務めていた。Bristo は、イリノイ州初

の自立生活センターの創設者であった。Frieden は、1980 年代から評議会の活動に参

加しており、エクゼクティブディレクターを務めていた。また、リハビリテーショ

ン研究所の上級副所長であり、またベイラー大学医学部の教授でもあった。現理事

長の Vaughn は、バージニア州リハビリテーションサービス局及び視覚障害者局の委

員長であった。理事長の指名とその当時の政権の考え方にどの程度関連性があるか

は明らかになっていない。ただし、評議会が独立の機関となってからの理事長の任

期は、それ以前に比べて長くなっているといえる。 

                                                  
359 Ibid p.16-17 
360 C. Feldblum, “Medical Examinations and Inquiries under The Americans with Disabilities Act: A View from the 
Insight,” 64-2 Temple L. Rev. 521 （1991） p.525, Ruth O’Brien, Crippled Justice: The History of Modern Disability 
Policy in the Workplace, （Chicago Univ. Press: Chicago, 2001） p.169-171. 
361 Ibid. 
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 現在の理事は、副理事長がベトナム戦争退役軍人であり、傷痍軍人のための雇用

やリハビリテーションのために委員などを務めた者とテキサス州知事障害者理事会

のエクゼクティブディレクターである。他の理事は、障害問題に対して積極的な活

動をしている個人、障害者（1995 年ミスアメリカなど）、障害者問題に理解のある研

究者などによって構成されている。理事は、障害者の代表であり、半数以上が障害

者でなければならないとしている。また、理事は、広く社会的弱者の利益を代表す

るものでなければならないとする362。 

 理事長及び理事とも、障害者本人、家族又は障害に理解のある個人又は研究者か

ら構成されており、独立性や多様性の保障のために、多元的な代表をある程度確保

しているといえる。しかし、障害者本人又はそれに関連している個人でなければな

らず、その他の社会的弱者である要素がどの程度考慮されているかは必ずしも明ら

かでない。評議会は、わずかなメンバーで構成される機関でありながら、重要な指

摘をし続けていることから、皮肉をこめて「大声でわめくねずみ363」といわれてお

り、独立の機関でありながら、障害者の自立生活や雇用の問題など、障害者の目線

に立った活動をしているという印象が強い。 

 

エ 活動方法 

 パリ原則は、「活動の方法として、必要であれば、いかなる者からも聴取し、情報

を入手できること」を述べている。リハビリテーション法第 IV 編第 404 条が、「本

評議会は、（本編の基での義務を実行するために必要であると考えられる規則又は原

則を規定するために）、聴聞（審理）会を開催し、その際に同席し、参加し、証言を

聞き、評議会が有用であると考える証拠の提出を求めることができる」、「本評議会

は、（略）本編の下で義務を実行するために必要であると考えられるサービス、人事、

情報及び施設を使用することができる」と規定していることからすれば、一応の要

件を満たしていると考えることができる。ただし、パリ原則は、活動全般について

述べていると読めるが、リハビリテーション法は、「本編における義務を実行するた

めの規則や原則の規定のため」 に限定している。 

実態をみると、評議会は、政策的な提言を行うために、様々な形で情報を入手し

ている。主な大規模な調査を挙げると、まずは 1980 年代前半には元副理事長の

Justin Dart Jr.が私費で各地をまわり、草の根的な、障害者のニーズの把握に努めた

こと364、1986 年の「自立にむけて」のレポート作成するために調査機関に全米の障

害者の実態調査365を依頼し、また連邦政府の障害者プログラムに対する支出の検証

を行っていること、後に「自立の成就」となるレポートを作成する上で必要な包括

                                                  
362 http://www.ncd.gov/newsroom/members/ncdbios.htm#Vaughn 
363 http://en.wikipedia.org/wiki/National_Council_on_Disability 
364 Supra note 351 p.12. 
365 Ibid. p.13 
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的政策評価を行うため、1996 年に全米各地の障害者団体のリーダー約 300 人を集め

た「障害者政策に関する全米サミット」を開催していること366、などがある。また、

評議会のスタッフは、恒常的に障害者政策の評価、研究を行っている。 

 

 

（２）アメリカ合衆国市民権委員会（U.S. Commission on Civil Rights） 

アメリカ合衆国市民権委員会は、行政府の両党派から成る機関で、現在の委員会の

前身は 1957 年の市民権法により設立された。幾多の変遷を経て 1983 年のアメリカ合

衆国市民権委員会法、及び 1994 年の市民権委員会改正法により現在のものとなった367。 

当該委員会の責務及び権限は、（１）人種、宗教、性別、年齢、障害等を理由に投票

の権利を奪われたとの訴えがあった場合の調査、（２）人種、宗教、性別、年齢、障害

等を理由にする差別や、憲法上の平等保護の否定に関する情報の収集や検討、（３）人

種、宗教、性別、年齢、障害等を理由とした差別や平等保護の否定に関する連邦法、

及び政策について評価を行うこと、（４）人種、宗教、性別、年齢、障害等を理由とし

た差別や平等保護の否定に関する情報について、国家レベルでの情報収集機関として

機能すること、（５）上述の差別や平等保護の否定を無くすための公的サービスのアナ

ウンスメントや広告キャンペーンを行うこと、に集約される368。委員会はまた、少な

くとも一年に一度、連邦の市民権保障の実施状況を監視（monitor）しそれについての

レポート等を大統領や議会に時宜にかなった方法で提出しなければならない369。 

上記の責務を遂行するために、市民権委員会は、聴聞を行う権限や、証人を召喚す

る権限370、役人や弁護士、州や地方政府の代表、民間機関の代表に意見を求める権限

が認められている。委員会は聴聞が行われる少なくとも 30 日前には、官報を用いてそ

れが行われる日時や場所を告知しなければならない371。また、それぞれの州に諮問委

員会を設置することが求められている。法は市民権委員会が効果的に機能し義務を果

たすために、すべての連邦行政機関に対して委員会に協力するように規定している372。 

 委員会のメンバーは、８人で構成され、４人は大統領、２人は上院議長代行、２人

                                                  
366 Ibid. p.24. 
367 42U.S.C.§1975; 45C.F.R.§701.1. 
368 45C.F.R.§701.2（a）. 
369 45C.F.R.§701.2（b）. 
370 45C.F.R.§702.4. ただし召喚できるのは、聴聞が行われる州の半径 100 マイル内で居住あるいは、仕事に

従事している者とされている。 
371 45C.F.R.§702.3 
372 45C.F.R.§701.2（c）. 
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は下院議長により任命される373。また、４人以上が同じ政党に属してはならないとさ

れており374、これらのメンバーは、弁護士、学識経験者等多元的な代表から構成され

る。 

 

                                                  
373 45C.F.R.§701.10. 
374 Id. 
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